
（平成26年4月1日から適用）
【水 道 料 金】(区分1ヵ月)
１．基本料金 ２．従量料金

822 円 64 円 108 円

504 円 162 円 216 円

822 円 97 円 119 円

1,450 円 172 円 227 円

1,182 円 172 円 270 円

1,450 円 194 円 280 円

3,651 円 280 円 345 円

9,195 円 302 円 367 円

16,251 円 367 円 378 円

35,475 円 410 円 443 円

62,475 円 432 円 493 円

143,619 円 443 円 499 円

238 円

円
1～ 5㎥ 64×5= 円
6～ 10㎥ 97×5= 円

11～ 15㎥ 172×5= 円
16～ 20㎥ 194×5= 円

円

１ヵ月水道料金（１０円未満切捨て）３,４５０円

２ヵ月水道料金　３,４５０円 × ２＝ ６,９００円

合　　計 3,457

◎口径13・20mmの専用栓で、臨時用として
使用する場合の基本料金は業務用を適用します。

浴場営業用は１㎥につき

水　道　料　金　計　算　例

　　（口径13mm　・ 一般用）
（1ヵ月使用水量20㎥で、2ヵ月40㎥の場合）

基本料金 822
従量料金 320

485
860
970

７５mm 　　５１～１００㎥
１００mm 　１０１～５００㎥
１５０mm 　５０１㎥以上

２５mm 　　２１～　３０㎥
４０mm 　　３１～　４０㎥
５０mm 　　４１～　５０㎥

１３mm
一　　般　　用

　１～５㎥
１３・２０

一般集合用 ２５以上
業　　務　　用

　６～１０㎥
１３・２０

２０mm
一　　般　　用 ２５以上
一般集合用 　　１１～　１５㎥

業　　務　　用 　　１６～　２０㎥

筑紫野市水道料金　および　下水道使用料　早見表

（消費税等を含む） （消費税等を含む）

口径（mm） 金　　額 使用水量
一般用 業務用・臨時用

用　　　途 口径（mm） 金額（１㎥） 金額（１㎥）


